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2023年 10月 25日 
各 位 

会社名 マニー株式会社 
代表者名 取締役兼代表執行役社長 齊藤 雅彦 

（コード：7730 東証プライム市場） 
問い合わせ先 取締役兼執行役副社長  髙橋 一夫 

電話番号 028-667-1811 
 

公認会計士等の異動に関するお知らせ 
 
当社は、2023年 10月 25日開催の監査委員会において、以下のとおり、金融商品取引法第 193条の

２第１項及び第２項の監査証明を行う公認会計士等の異動に関し、2023年 11月 20日開催予定の第 64
期定時株主総会に「会計監査人選任の件」を付議することを下記のとおり決議いたしましたのでお知ら
せいたします。 

記 
 

1. 異動年月日 
2023年11月20日 
 

2. 就退任する公認会計士等の概要 
（１）就任する公認会計士等の概要 

1. 名称 有限責任監査法人トーマツ 

2. 所在地 
東京都千代田区丸の内三丁目 2番 3号 
丸の内二重橋ビルディング 

3. 業務執行社員の氏名 酒井博康、浅井則彦 
4. 公認会計士法に基づく上場

会社等監査人登録制度への
登録状況 

改正公認会計士法の附則第3条第3項の規定によるみなし登
録を受けております。 

 
 
（２）退任する公認会計士等の概要 

1. 名称 有限責任あずさ監査法人 

2. 所在地 東京都新宿区津久戸町１番２号 

3. 業務執行社員の氏名 宮木直哉、筑紫徹 

 

3. 上記２.（１）に記載する者を公認会計士等の候補者とした理由 
当社は、企業不祥事を防ぐ方法のひとつとして、会計監査人との間で良好な緊張関係を維持しつつ、

会計監査を受ける環境を整備するために、従前より、原則5年（ただし特別な事情がある場合は7年）
を超えて同一の監査法人を再任しないことを基本方針としてまいりました。 
今般、この方針を見直し、当社社外取締役の最大任期と同じく、「6年」を超えて同一の会計監査人
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を再任しないこととするとともに、あらたにこれに加えて、会計監査をバックグラウンドとする社外
取締役の出身と同一の監査事務所を選任しないことを基本方針といたしました。 
今回、他の複数の監査法人を対象に選考し、相互評価を行った結果、会計監査人としての規模、経験

等の職務遂行能力及び独立性、専門性等を総合的に勘案し、適任であると判断したためです。 
 

4. 退任する公認会計士等の直近における就任年月日 
2016年11月25日 

 
5. 退任する公認会計士等の直近３年間に作成した監査報告書等における意見等 

該当事項はありません。 
 

6. 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、2023年11月20日開催予定の第64期定時株主

総会の終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、上記３．の理由から、有限責任監査法人
トーマツを新たに会計監査人として選任するものです。 

 
7. ６．の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見 

特段の意見はない旨の回答を得ております。 
 

以 上 


